
令和７年７月２日 

 保護者のみなさまへ 

福井市大東中学校  
校  長 南部 隆幸  

学校生活時の熱中症事故防止の対応について 

 本校では、学校における熱中症予防対策について、「学校における熱中症対策ガイドライン制作
の手引き」及び福井市教育委員会からの指針を受けて、次のようにさせていただきます。 

○熱中症特別警戒アラートおよび熱中症警戒アラート発令時の対応 

 
※１ 医師、看護師、熱中症の対応について知識があり一次救命処置ができるもののいずれかを常駐させ、救急
搬送体制の対策を講じた場合や、暑い時間帯を避けたり、涼しい屋内で運動したりする場合等のこと。 

※２ ※１のように十分な安全配慮を行い、生徒およびその保護者等の十分な理解を得た場合については、以下
の活動は、特別に実施することができる。 
①学習会、テスト等を行う場合 
②大会やコンクール等に出場する場合 
（大会やコンクール等の主催者等と連携して、万全な安全対策を図ること） 
③大会やコンクール、学校行事等に向けて必要な活動を行う場合      （福井市教育委員会からの指針） 

 
＜夏季休業中の大東中学校としての対応＞ 
（１）熱中症特別警戒アラート発令時・・・上記の表に従う 
（２）熱中症警戒アラート発令時・・・昨年度より、部活動は実際の活動場所（大東中体育館、グランド

等）・活動時間の気温、ＷＢＧＴを測定し判断する。状況により中止
にする。 

※活動中止の場合は緊急メールシステムで連絡をする   
 
○夏季休業中の熱中症事故防止のための対策 
  【学校】 
□部活動はなるべくできるように活動時間を比較的涼しい時間（８：００～１０：００）で設定する 
□週２回以上は必ず休養日を設定する 
□活動終了後は、３０分程度涼しい部屋でクールダウンをしてから下校する 
□活動前後に水分補給、塩分タブレットの補給などをする 
□活動前には事前に健康観察を行い、次に該当する場合は部活動をさせない 
体調不良がある場合 
朝食を食べていない場合 
睡眠不足の場合 
【家庭】 
□登下校時、通学の支障にならないような暑さ対策をする 
□十分な水分を準備する 
□睡眠 朝食 健康管理 

  □登校する際は、健康観察を家庭で行ってくる 
 

 熱中症特別警戒アラート発令時 熱中症警戒アラート発令時 
県内９情報提供地点の全てで翌日の日

最高暑さ 指数（WBGT）が 35（予想

値）に達する場合 

県内９情報提供地点のいずれかで翌

日・当日の日最高暑さ指数（WBGT）

が 33（予想値）に達する場合 

発令時間 前日１４：００ 前日１７：００もしくは当日５：００ 

夏季休業期間以外 運動や各種行事等の原則中止、延期、

変更（登校は可。） 

特別な場合（※１）以外は、原則運動

は行わない。 

夏季休業期間中 登校日や学習会、部活動等については、

中止。③大会前の練習は中止。（※２②

の場合は可。ただし慎重に判断する。） 

登校日や学習会、部活動等について

は、原則行わない。（※２の場合は

可。） 

※熱中症情報に関しては 

環境省の「熱中症予防 

情報サイト」で確認して 

ください 



 
【参考資料】 
○暑さ指数（運動に関する指針）  ： 環境省 熱中症予防情報サイトより 
 
○熱中症の対応  ：日本スポーツ振興センター（スポーツ事故対応ハンドブックより） 


